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「新型コロナウイルス感染症対策」に関する緊急要望（第１５弾） 

  

  緊急事態宣言が発令されてから１週間が経過しましたが、残念ながら昨春の宣言時と同

じような行動変容には結びついておらず、これまでとは異なる角度からの対策が必要だと考

えます。また、特に検査・療養・医療提供体制について、急激な感染拡大に対応できていな

い状況に鑑み、都立３病院の専門病院化のみならず民間医療機関も含めた抜本的な体制

の見直しも迫られており、支援策や人員体制も含めた検討を早急に進める必要があります。 

 私たち無所属 東京みらいでは、感染拡大防止と社会経済活動の両立を図り、あらゆる

方々の暮らしと命を守るために、適宜効果検証と対策の見直しを繰り返すことが重要である

と考えています。そこで、以下の通り要望いたしますので、これまで以上に、関係各局が緊

密に連携し、適切かつ迅速な対応を図っていただきますようお願いします。 

  

記 

【検査・療養・医療提供体制について】 

・都立病院の新型コロナ専門病院化にあたり、現在の入院・通院者への転院等のサポート

に万全を期すとともに、今後生じる救急患者の受け入れにあたっての調整業務を支援するこ

と。 

・都立病院の新型コロナ専門病院化にあたっては、さらなる特別手当の検討、業務に集中で

きるよう食事の提供や宿泊施設の確保、清掃・消毒・介護等の業務について外部委託を進

めるなどして、対応にあたる医師・看護師等の肉体的・精神的負担を軽減するよう最大限の

配慮を行うこと。 

・民間医療機関における新型コロナ患者の受け入れにあたっての課題を整理し、必要な支

援を行うこと。 

・新規陽性者の入院療養調整や患者の搬送、感染経路の積極的疫学調査などの保健所職

員の増大する負担を軽減すべく、民間人材の活用も含めたより一層の人員強化を行うこと。 

・都庁職員自らが行っている宿泊療養施設の運営における飲食や清掃・消毒・介護等の業

務について、これまでの取組を整理し、契約内容も含めたガイドラインを作成し、民間への委

託を進めること。 

・区市町村などが確保可能な小規模・中規模の宿泊療養施設の設置についても都として予

算や物資の面で支援を行うこと。 

・自宅療養者が増えていることに鑑み、都内自宅療養者のサポートをオンラインで行う専門

チームを設置するなどして対応にあたること。 

 



・国では、新型コロナの陽性者が療養に従わない場合の罰則が検討されているが、現時点

で入院療養の調整業務が滞っている実態把握や人員強化も含めた体制の見直し、陽性者

の療養支援や生活支援を最大限に行うことが先である。その上で、罰則が最も効果的な対

策なのか否かという視点を含めて都としても検討を行うとともに、必要な支援を国へ要望す

ること。 

 

【外出自粛について】 

・内閣官房の人流データによると、緊急事態宣言が発令された後も人流がさほど減っておら

ず、このままでは 2 月 7 日時点で感染拡大をおさえることができないとの意見もある。都で

は、区市町村の協力を得ながら呼びかけを強化しているところであるが、周知の強化ではな

く、行動を変える後押しをしなければならないのが実情である。本当に伝えたいメッセージが

伝わっていない可能性や要請に納得していないから応えないという心情、呼びかけに応じら

れない個別の事情があることを念頭に、対策の見直しを図ること。 

 

【テレワークについて】 

・テレワークについては、個別企業や職場に任せているだけでは進まない現状、また、取引

先との関係性などからテレワークをしづらいという指摘もあることから、業界別にテレワーク

ですべきこと、できることなどをガイドラインでまとめ、各業界として 7 割出勤数減を目指して

いただくこと。 

 

【飲食店等への要請・協力金等について】 

・時短要請の協力金支給の対象について、感染拡大防止の効果を最大限に発揮する為に

も、中小企業や個人事業主に限定せず、1 都 3 県で足並みをそろえ、中堅企業や大企業が

経営する店舗についても支給を行うこと。 

・夜間帯の時短営業要請に加えて、日中の時間帯の自粛をお願いしている現状においては、

飲食店等に対してはテイクアウトやデリバリーを除く休業要請と営業補償をセットで行う対策

をとること。 

・現在の協力金については、店舗の規模や業態等に関わらず一律の支給となっていること

から過剰となっている店舗と不足となっている店舗があり、不公平で納得がいかないという

声がある。そこで、昨年度の売上や家賃に応じて支給額を決定する仕組みに変更すること。 

・国では、緊急事態宣言の影響を受ける事業者への新たな給付金を検討しているとのことで

あるが、文化やスポーツイベントの関連事業者やアーティストなど、都内経済の実態に鑑み、

より幅広く対象とするよう国に求めること。 

・国の家賃支援給付金については、テナントのみならずビルオーナー等の事業継続にとって

も重要であることから、継続して支援を行うよう求めること。また、国の家賃支援給付金の申

請について、特段の事情がある場合は延長を認めることから、都の上乗せ支援についても

合わせて延長を認めること。 

 

 



【受験生への支援について】 

・新型コロナの影響が長引く中で受験を迎える受験生(小中高校生)の不安を軽減するため

にも、コロナ禍における受験上の注意や追試験の日程などを分かりやすく情報発信すること。

その際、私立学校についても同様に分かりやすく情報発信するよう求めること。 

・受験生が万全の体調で受験を迎えることができるように、オンラインを活用した授業や個別

指導、進路指導やメンタルケアを強化すること。 

・1月 16日 17日に行われる大学入学共通テストや 2月 1日 2日 3日に集中する中学受験

などに伴う受験生の公共交通機関の利用に配慮し、企業に対して、より一層のテレワーク実

施や都民の外出自粛の要請を行うこと。 

 

【学校について】 

・分散登校を実施する学校について、オンライン授業が活用されておらず、私立学校に通う

生徒や学習塾に通っている生徒等との学習の進度に大きな差が出ているとの声が寄せられ

ている。昨春の一斉休校の反省を活かし、家庭環境等による学習機会の格差が生じないよ

うに工夫して取り組むこと。 

・授業や面談等について、各学校におけるオンラインの活用実態について早急に把握し、実

施できていない学校や教員について適切な指導や支援を行うこと。 

 

【緊急事態宣言の期間について】 

・事業者にとっては、緊急事態宣言後の経営計画の策定をすすめているところであり、２月７

日移行の見通しを明らかにしてほしいとの声がある。緊急事態措置の強化、延長、一部解

除、解除などの想定される状況について、その基準と今後の見通しを示すこと。 

 

【議会の開催について】 

・緊急事態宣言は、飲食店のみならず、広く都民の社会経済活動をとめる要請であり、感染

拡大防止のためとはいえ、都民生活には甚大な影響が出ている。中でも、女性や若者、障

がい者など、雇用において不利な状況にある非正規雇用やパート、アルバイト等の方々へ

の住まい確保や生活支援が不十分であるとの声もあり、議論すべき課題は非常に多い。

1,500億円をこえる予算を専決処分で決定したことについても、すでに多くの問題が指摘され

ており、知事及び都庁が全ての責任を負えるものではなく、また、議会の審査を通じてより良

い制度設計を目指すべきという視点からも、議会の審査・決定は必要である。そのような視

点から、すでに千葉県、埼玉県、神奈川県では開催したように、東京都においても臨時議会

を早急に招集すること。 

以上 


